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　「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和６年１１月２９日提出

阿蘇市長　佐　藤　義　興

　令和６年度の阿蘇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３３３千円を追加し、歳入歳出それぞれ

　３，５０８，７００千円と定める。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

令和６年度　阿蘇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）



第１表  歳入歳出予算補正

歳　　　　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  5. 国庫支出金 0 3,640 3,640
  1. 国庫補助金 0 3,640 3,640

 10. 繰入金 329,913 △2,307 327,606
  1. 他会計繰入金 271,913 △2,307 269,606

歳               入               合               計 3,507,367 1,333 3,508,700
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歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  1. 総務費 78,716 1,333 80,049
  1. 総務管理費 76,423 1,270 77,693
  2. 徴税費 1,998 63 2,061

  6. 保健事業費 41,110 0 41,110
  1. 特定健康診査等事業費 31,535 30 31,565
  2. 保健事業費 9,575 △30 9,545

歳               出               合               計 3,507,367 1,333 3,508,700



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１　総　　括

　　歳　　入 （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

  5. 国庫支出金 0 3,640 3,640
 10. 繰入金 329,913 △2,307 327,606

歳　　入　　合　　計 3,507,367 1,333 3,508,700
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　　歳　　出 （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1. 総務費 78,716 1,333 80,049 3,640 △2,307
  6. 保健事業費 41,110 0 41,110

一 般 財 源

歳     出     合     計 3,507,367 1,333 3,508,700 3,640 △2,307



２　歳　　　入

（款）   5. 国庫支出金  （項）   1. 国庫補助金          （単位：千円）

節

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　明

8. 社会保障・税番号制度 0 3,640 3,640 1. 社会保障・税番号制 3,640 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金　　

システム整備費補助金 度システム整備費補 3,640

助金

（款）  10. 繰入金  （項）   1. 他会計繰入金          

1. 一般会計繰入金 271,913 △2,307 269,606 4. 職員給与費等繰入金 △2,307 人件費

              58,095 -     58,025 =         70

事務費

              18,116 -     20,493 =    △2,377

区　　分 金　額

計 0 3,640 3,640

計 271,913 △2,307 269,606

歳入合計 3,507,367 1,333 3,508,700
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３　歳　　　出   

（款）   1. 総務費  （項）   1. 総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

特　定　財　源

一般財源 区  分 金  額

1. 一般管理費 75,090 1,270 76,360 3,640 △2,370 3. 職員手当等 70 児童手当

   1,030 -        960 =         70

11. 役務費 1,200 通信運搬費

   3,080 -      1,880 =      1,200

12. 委託料 （財源変更）

（款）   1. 総務費  （項）   2. 徴税費

1. 賦課徴収費 1,998 63 2,061 63 11. 役務費 63 通信運搬費

   1,268 -      1,205 =         63

（款）   6. 保健事業費  （項）   1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査 31,535 30 31,565 30 11. 役務費 30 通信運搬費

等事業費    1,032 -      1,002 =         30

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明
国　県
支出金

地方債 その他

△2,370

計 1,998 63 2,061 63

計 76,423 1,270 77,693 3,640

30計 31,535 30 31,565



（款）   6. 保健事業費  （項）   2. 保健事業費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

特　定　財　源

一般財源 区  分 金  額

1. 保健衛生普及 3,028 30 3,058 30 11. 役務費 30 通信運搬費

費      730 -        700 =         30

2. 疾病予防費 3,227 △60 3,167 △60 10. 需用費 △80 燃料費

      94 -        174 =       △80

11. 役務費 20 通信運搬費

     108 -         88 =         20

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明
国　県
支出金

地方債 その他

計 9,575 △30 9,545 △30

△2,307 0歳出合計 3,507,367 1,333 3,508,700 3,640
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